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事故防止、急ぐな、あせるな、気を抜くな（全国統一スローガン） 

明けましておめでとうございます 

本年もよろしくお願いいたします 
 

 

 

１ 配分金支払日を変更します 

配分金については、原則、「月末締

めの翌月１５日支払い」となっていま

すが、就業報告書の提出が遅い場合や

１月、５月などの月初に休業日がある

場合は、これまでも事務処理に要する

時間が少ないため、たいへん苦労して

きたところです。加えて、発注者から

の代金支払時期によっては、センター

の資金繰りに支障を生じるおそれも

あります。このため、県内の１３セン

ターの支払日を調査したところ、当セ

ンターを含む３センター以外では「月

末締めの翌月２５日支払い」であった

ことから、１２月１７日開催の第５回

理事会に議案提出し、「配分金規約」

第４条に規定する支払日を、「月末締

めの翌月２５日支払い」に変更するこ

とについて議決されました。 

会員の皆様には、事情をご賢察の上、

何卒、ご理解をいただきますようお願

い申し上げます。 

なお、実施時期は、会員の皆様への

周知期間を考慮するとともに、定時総

会で報告した後と考えますので、令和

２年６月分（７月２２日支払）からを

予定しています。 

２ 会員証を更新します 

 現在の会員証には会員の皆様の写

真が添付されていませんので、業務の

請負先であっても、請負ったシルバー

人材センターの会員であることが容

易に分かるよう、２月の入会者から

「写真付きの会員証」に変更します。 

 既会員の皆様についても、ご希望が

あれば、現在の会員証と交換で「写真

付きの会員証」に更新しますので、お

申し出ください。 

▲写真付き会員証 

３ 会費納入期限の変更 

「事務局だより（２０１９年６月、

第３１３号）」ですでにお知らせして

いますが、令和２年度の会費から納入

期限が５月末から４月末に変更とな

りましたので、よろしくお願いいたし

ます。令和元年度会費（２，４００円）

が未納となっている方については、早

急に納入していただきますようお願

いいたします。 

 

 

配分金収入は、所得税法上の「雑所得」

になります。雑所得の金額は、原則とし

て雑所得の総収入金額から必要経費を

控除した額です。配分金収入に係る必要

経費の額が、６５万円以上ある場合は配 
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分金収入から必要経費の全額を控除し

ますが、６５万円未満の場合は６５万円

を上限として控除します（ただし、収入

金額を限度とします。）。公的年金を受

給している場合は、配分金収入とは別に

公的年金等の控除が受けられます。 

センターから会員の皆様に令和元年

分の配分金等支払証明書を１月末まで

に発送しますので、申告の必要な方は確

定申告を行ってください。 

【所得税の計算例】 

 〔配分金－配分金控除(６５万円) 

   ＋公的年金－公的年金等控除 

    －基礎控除(３８万円)－その

他の所得控除〕×所得税率 

      ＝所得税額 

 ※ 配分金と年金以外の収入（給与収

入など）がある方は、税務署にご相

談ください。 

 

 

 １２月１７日(火)午後２時から当セ

ンター２階会議室で、今年度第５回の理

事会を開催しました。審議内容等は、次

のとおりです。 

１ 配分金規約第４条に規定する支払

日の変更の件 

  この「センターだより」の「お知ら

せ・お願い」の「１ 配分金支払日を

変更します」でもお知らせしたとおり、

配分金の支払日を１５日から２５日

に変更するもので、事務局案のとおり

可決承認されました。 

２ 正会員入会承認について 

  １０月２９日から１２月１６日ま

でに入会承認した１３人（男７人、女

６人）について報告しました。 

  なお、この間の退会者は、４人（男

４人）でした。 

３ 会員紹介報奨制度の実施状況につ

いて 

  １２月の「センターだより」でもお

知らせしましたが、この報奨制度によ

り入会者を紹介した会員２人に対し

て、それぞれ１，０００円の報奨品の

交付を決定した実施状況を報告しま

した。 

なお、１２月にもこの報奨制度によ

る入会者があったので、報奨品の交付

を決定する予定です。 

４ 役職員研修会について 

  １１月６日(木)に山口市で開催さ

れた役職員研修会（消費税法改正、法

人制度等について）の内容について報

告しました。 

 

 

【１２月３１日現在】 

会 員 数 508人（男 362人、女 146 人） 

■請負関係（１２月） 

就業者数 277人（男 178人、女 99人） 

就 業 率 54.5％（男 49.2％、女 67.8％） 

職種 件数 契約金額(円) 割合(％) 

技能 
76 

(72) 

2,494,678 

(2,180,613) 

14.0 

(13.9) 

管理 
36 

(38) 

5,002,599 

(5,008,984) 

28.1 

(32.0) 

一般 

作業 

134 

(144) 

9,832,767 

(7,637,132) 

55.3 

(48.8) 

その

他 

16 

(20) 

443,760 

(832,669) 

2.5 

(5.3) 

計 
262 

(274) 

17,773,804 

(15,659,398) 

100.0 

(100.0) 

累計 
2,276 

(2,499) 

155,947,629 

(155,163,988) 
 

※表中( )内は、前年同月 

※割合の合計と「計」の欄は、端数処理の

ため一致しない場合があります。 

■派遣関係（１１月） 

派遣登録会員数 77人(男 61人、女 16人) 

就業実人員 61人 就業延日人員 722人 

受注件数 2件 契約金額(円) 4,307,040 

H31/4からの累計契約金額(円) 29,595,189 
 

事業実績 

第５回理事会報告 


